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監査結果に対する措置通知書 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じたので、通

知いたします。 

 

（対 令和 6 年 12 月 18 日 付け茂監第 58 号） 

福祉部 社会福祉課 

監  査  結  果 

社会福祉協議会補助金については、補助対象事業や補助対象経費のより一層の精査

に努められたい。また、補助金交付要綱については、他市の例を参考にしながら目

標年次を定め早期の制定に取り組まれたい。 

措  置  内  容 

茂原市社会福祉協議会補助金交付要綱の作成に際し、補助対象とする事業・経費を精査し

た。茂原市社会福祉協議会補助金交付要綱を令和 7年 3月 31日に制定し、令和 7年 4月

1日に施行した。 

 

 


